
　　　　　 天竜森林管理署
〒434-0012　静岡県浜松市浜名区中瀬2663－1
TEL：050(3160)5670
Address：ks_tenryuu_postmaster@maff.go.jp
HP：https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tenryu/index.html

本物件は、持続可能な森林経営が営まれた森林において、

伐採の手続き等を法令に照らし合わせ適正に実施した立木

である。

令和６年度 立木第４回

令和７年３月５日（水） １３時３０分入札開始

於 天竜森林管理署入札室

入札のご案内
（資格付一般競争入札物件明細書）



１．入札物件一覧表 P.1

２．入札物件広域図 P.2

３．公売公告 P.3

４．各入札物件位置図・販売物件明細書 P.9

　・入札番号　第１号物件　　初沢国有林　　　５０５ろ林小班

　・入札番号　第２号物件　　瀬尻国有林　　　８６９り１林小班

　・入札番号　第３号物件　　瀬尻国有林　　　８３９ち、り林小班

５．特約事項・仕様書・各種様式 P.２２

　・特約事項

　・主伐時における伐採・搬出指針
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　・別紙１－１　委任状（都度委任する場合）
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　・別紙４ー１　売買代金明細書

　・別紙４ー２　適格請求書（インボイス）の交付について

　・別紙５　　　立木販売箇所の事業計画書

　・別紙６　　　伐採及び搬出に係るチェックリスト
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「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。

「QR コード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です。　　　　　　
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入札番号 物 件 所 在 地 面 積　(ｈａ） 種  類 樹 種 本 数 材積（ｍ3） 林齢 搬出期間 備　考
新規物件

浜松市天竜区春野町 国有林
初沢国有林 1.23 皆伐 705 656.71 61 ３６ヶ月 FSC材

505ろ林小班

新規物件
浜松市天竜区龍山町 国有林
瀬尻国有林 2.13 皆伐 1,231 1,693.50 87 ３６ヶ月 FSC材

８６９り１林小班

浜松市天竜区龍山町 64 分収育林
瀬尻国有林 4.37 皆伐 3,821 4,155.62 ～３６ヶ月 ｵｰﾅｰ数８人

８３９ち、り林小班 65 FSC材

浜松市天竜区水窪町 分収育林
地頭方国有林 4.25 皆伐 3,386 3,206.40 66 ３６ヶ月 ｵｰﾅｰ数１人

３５６ろ２林小班

計 9,143 9,712.23

【注意】
　１．　１号物件は小班の一部となっております。
　２．　２号物件は隣接小班に獣害防護資材があるため、職員による撤去後に伐採可能となります。
　３.　 ４号物件は 立木に獣害防護資材を設置しているため、職員による撤去後に伐採可能となります。
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公  売  公  告 
 

令和７年 ２月 ３日 
分任契約担当官 
天竜森林管理署長 岩田 清人 

 
 下記のとおり立木の一般競争入札を実施します。販売物件明細書及び国有林野事業林産

物売買契約約款を参照し現物熟覧のうえ、国有林野の産物売払規程（昭和２５年５月１７

日農林省告示第１３２号）及び関東森林管理局署等競争契約入札心得を厳守し入札して下

さい。 
 

記 
 １ 入札及び開札の日時 

令和７年３月５日（水） 
入札開始 １３時３０分   
締切   １３時３５分  締切後即時開札 

       
 ２ 入札及び開札の場所   

天竜森林管理署 入札室 
 
 ３ 郵便入札 

認めます。 
（１）送付場所 〒４３４－００１２ 

静岡県浜松市浜名区中瀬２６６３－１ 天竜森林管理署 
（２）到着期限 ３月４日（火） １７時００分必着。 

＊上記の期限以後、到着したものは、無効とします。 
（３）その他留意事項 

封筒を二重にして内封筒に入札書を入れ、外封筒には｢立木公売入札書在中｣と

朱書し、書留または配達証明でお送り下さい。 
 
 ４ 入札物件 

（１）次の事項については、別添｢販売物件明細書｣のとおりです。 
ア 売払番号 
イ 物件所在地 
ウ 伐採種（主伐・間伐等） 
エ 国有林・分収造林・分収育林・官行造林の区分 
オ 搬出期間 
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カ 樹種・数量・収穫面積 
（２）物件毎の（特約事項・入札条件等）については、別添｢特約事項｣「分収育林に

ついてのご注意」を参照して下さい。 
 

 ５ 入札参加者の資格 
令和２年度から令和６年度の林産物の売払いに係る「一般競争参加資格確認通知書

（林産物の売払）」の交付を各森林管理局長より受けている者に限ります。 
但し、次の事項に該当する者は参加することが出来ません。 
（１）予算決算及び会計令第７０条に該当する者。 
（２）予算決算及び会計令第７１条に該当する者。 
（３）開札の日に、関東森林管理局長から一般競争参加資格を停止されている者。 

 
 ６ 入札保証金 

免除します。 
但し、落札者が契約を結ばないときは、入札金額の１００分の５に相当する違約金

を徴収します。なおこの場合、競争参加資格の取り消し、又は付与しないことがあり

ます。 
   
 ７ 契約保証金    

免除します。 
   
 ８ 入札金額及び消費税  

（１）入札金額は消費税抜きの金額を記入して下さい。誤って消費税を加算した金額

を記入した場合でも入札は有効とし、入札後には誤りの訂正及び取消は認めない

ので注意願います。 
（２）入札書に記載された金額に消費税相当額１０％を加算した金額（円未満の端数

切捨て）をもって落札金額及び契約金額とします。 
なお、契約締結以後、当該契約において特に契約書等で金額が明示されている

ものを除き、当該契約に係る違約金、延滞金、率で表わされるものについては、

全て消費税額が加算された総契約額が対象となります。 
 

  ９ 入札における留意事項  
（１）代理人の入札への参加 

ア 委任状の提出 
競争参加有資格者本人が入札当日出席せず代理人が入札に参加する場合は、

「委任状」（別紙１－１）の提出が必要となり、委任状の提出のない者は入札

に参加することはできません。 
なお、年間を通じて代理人に委任する場合は、当該年度を有効とする「委任
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状」（別紙１－２）を提出すれば、入札の都度委任状を提出する必要はありま

せん。 
イ 入札書 

「入札書」（別紙２）のとおり、入札者の住所、商号又は名称、代表者氏名を

記入するとともに代理人氏名の記入が必要となります。 
なお、この場合には入札者の代表者印は不要です。 

（２）無効の入札 
次の各号の一に該当する入札は無効とします。 
ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札 
イ 委任状を持参しない代理人のした入札 
ウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者

のした入札 
エ 記名を欠く入札 
オ 金額を訂正した入札 
カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 
キ 明らかに談合によると認められる入札 
ク 同一事項の入札について同一人が２通以上なした入札又は入札者若しく

はその代理人が他の入札者の代理をした入札 
ケ 入札時刻に遅れてした入札 
コ 暴力団排除に関する誓約事項（別紙３）について、虚偽又はこれに反する

行為が認められた入札 
サ その他入札に関する条件に違反した入札 

（３）落札者の決定 
ア 開札は、指定した場所及び日時に、入札者の面前で行い、予定価格以上で最高

の価格を持って入札した者を落札者とします。ただし、落札となるべき入札をし

た者が２名以上のときは、直ちに｢くじ｣で落札者を決定します。 
イ 落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても、受理しません。

また、どのような事由があっても落札を無効にすることはできません。 
 
１０ 契約の成立及び締結期限 

（１）契約の締結は、契約書の作成を必要とし、双方記名押印した時に成立とします。 
（２）契約の締結期限は令和７年３月１８日（火）までとします。 

   
１１ 代金の納付期限   

代金の納付期限は、契約締結日から起算して２０日以内とします。 
   
１２ 代金の延納  

（１）１件の売払契約代金が１５０万円以上の物件において、国の所有に属する物品
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の売払代金の納付に関する法律（昭和２４年法律第１７６号）の定めるところに

より認めます。（年利１．１０％） 
延納利息代金の計算方法は以下のとおりです。  
延納利息代金＝（契約代金×延納期間×延納利率）÷３６５日 
ただし、分収林契約者の持分に係る代金については、延納は認めません。 

（２）延納担保の提供期限は契約締結日から起算して２０日以内とします。 
（３）延納期限は、１,０００㎥未満は６ヶ月以内、１,０００㎥以上は１０ヶ月以内

とします。 
  
１３ 物件の引渡   

（１）物件の引渡期限は、国有林野の産物売払規程第３４条第１項及び国有林野事業

林産物売買契約約款第７条第１項に基づき、代金の全部又は代金延納担保の提供

があった日から１５日以内とします。 
（２）物件の引渡は、買受人立会による引渡しをしないことについての買受人の同意

を得られる場合には、国有林野の産物売払規程第３４条第３項第２号及び国有林

野事業林産物売買契約約款第７条３項に基づき、みなし引渡を特約することも可

能です。この場合、代金の全部の納入のあったとき、または代金延納担保の提供

があった時に引渡しがあったものとみなします。金融機関の発行する領収書等を

天竜森林管理署へ必ず提示してから搬出して下さい。 
（３）引渡を受けた時は、国有林野の産物売払規程第３５条に基づき、引渡領収書を

天竜森林管理署長に提出して下さい。 
 

１４ 各規程等の閲覧場所 
（１）販売物件明細書、契約書案 

ア 販売物件明細書：天竜森林管理署又は天竜森林管理署ホームページで閲覧して

下さい。 
イ 契約書（案）：天竜森林管理署で閲覧して下さい。 
  天竜森林管理署のホームページアドレス  

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tenryu/index.html 
（２）各規程等 

ア 国有林野事業林産物売買契約約款 
イ 国有林野の産物売払規程 
ウ 関東森林管理局署等競争契約入札心得 
エ 各種様式（別紙１：委任状、別紙２：入札書） 

上記ア～エは関東森林管理局のホームページにて閲覧できます。 
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/index.html 
ホームページを閲覧できない方は、天竜森林管理署業務グループ主任森林整備

官（経営・土木）へお問い合わせ下さい。 
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関東森林管理局のホームページアドレス  
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/welcome/index.html 
 

１５ その他留意事項 
（１）入札参加者は、入札書の提出をもって「暴力団排除に関する誓約事項」（別紙

３）に同意したものとします。 
（２）本物件は、売買契約書において「持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たっ

て森林に関する法令に照らし手続きが適正になされた森林の立木である」ことを

証明します。なお、この記載内容をもって木質バイオマス証明となります。 
（３）発電用バイオマス証明に関しては、買受人自らが本売買契約書の写しを添付し、

任意様式により証明して下さい。 
（４）適格請求書（インボイス）の交付について 

ア 国は適格請求書発行事業者です。 
イ 民収分を含まない物件については、売買契約書に登録番号等の必要事項を記載

しますので、納入告知書とあわせて適格請求書（インボイス）の交付とします。 
ウ 民収分を含む物件（分収造林・分収育林・官行造林）については、適格請求書

（インボイス）の交付は売買契約書に別紙４－１「売買代金明細書」を添付する

こととし、納入告知書とあわせて適格請求書（インボイス）の交付とします。な

お、民収分も国が販売の実際の実施者であることから、「媒介者交付特例」を適

用して国から交付します。  
現時点（公告時点）における仕入税額控除の対象となる消費税額は、適格請求

書発行事業者（課税事業者）の分のみとなり、物件の入札書に記載された金額に

対する割合は、別紙４－２のとおりです。 
入札に際し、注意願います。 
詳細については下記ページをご覧ください。 
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokuyuurinya_invoice.html 
 

１６ お問い合わせ 
    不明の点は、下記までお問い合わせ下さい。 

〈現地案内について〉 
 現地案内実施一覧表に記載の各森林事務所 

    〈その他について〉 
      天竜森林管理署 業務グループ 主任森林整備官（経営・土木） 
     電話番号 ０５３－５８８－５５９１（一般電話回線） 
        ０５０－３１６０－５６７０（ＩＰ電話回線） 
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 お知らせ 
  農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程

（平成１９年農林水産省訓令第２２号）が制定されました。この規程に基づき、第三

者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱

紀保持対策を実施しています。 
 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧くださ

い。 
 http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html 
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多角形

kazuya_yoshimura580
テキストボックス
　　　入札番号第１号物件位置図　第１号物件：　　静岡県浜松市天竜区春野町　初沢国有林505ろ林小班　　伐採面積　　　1.23ha　　　◇地点の座標　北緯35度04分06秒29　東経137度57分09秒12

kazuya_yoshimura580
引き出し線
１号物件505ろ林小班
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多角形

テキストボックス
入札番号　第１号物件　基本図初沢国有林　505ろ林小班所在地：静岡県浜松市天竜区春野町　面積：1.23ha

kazuya_yoshimura580
引き出し線
この地点の座標　北緯　　35度04分06秒29　東経　137度57分09秒12　マップコード　386 534 740*82



林齢 ６１年生

面積(伐採) １．２３ha
樹　　種 用パ別 胸高直径(㎝) 樹高（ｍ） 本　数 材積(ｍ3) 単　価 金　額 備　　考

ス ギ 一般材 8 7 1 0.02
10 6～13 2 0.08
14 12～15 5 0.56
16 13～15 4 0.59
18 15～19 16 3.45
20 16～22 20 5.90
22 10～22 41 14.11
24 14～22 40 16.92
26 11～24 56 29.16
28 15～26 46 28.36
30 15～25 58 41.90
32 17～25 73 60.06
34 17～25 51 48.55
36 17～26 59 63.45
38 17～27 49 58.64
40 19～26 22 29.06
42 20～27 32 47.86
44 21～27 19 30.41
46 20～27 19 32.99
48 25～27 7 13.57
50 24～26 4 8.07
52 25～26 7 15.27
54 26～28 3 7.36
62 23 1 2.58

一般材　計 635 558.92
低質材　計 16～70 14～28 69 97.01

スギ 計 704 655.93

ヒノキ 計 一般材　計 34 19 1 0.78

合 計 705 656.71

（国有林） 主間伐別 皆伐

販売物件明細書 搬出期間 ３６ヶ月

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tenryu/koubai/koukoku1/R6-4th-01.html

入札第　１　号
所在地 静岡県浜松市天竜区春野町

初沢国有林５０５ろ林小班
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多角形


多角形


多角形

kazuya_yoshimura580
テキストボックス
　　　入札番号第２、３号物件位置図　第２号物件：　　静岡県浜松市天竜区龍山町　瀬尻国有林869り1林小班　　伐採面積　　　2.13ha　　　◇地点の座標　北緯35度00分22秒41　東経137度48分41秒53　第３号物件：　　静岡県浜松市天竜区龍山町　瀬尻国有林839ち、り林小班　　伐採面積　　　4.37ha　　　◇地点の座標　北緯35度00分26秒13　東経137度47分36秒74

kazuya_yoshimura580
引き出し線
２号物件869り1林小班

kazuya_yoshimura580
引き出し線
３号物件839ち、り林小班
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多角形

テキストボックス
入札番号　第２号物件　基本図瀬尻国有林　869り1林小班所在地：静岡県浜松市天竜区龍山町　面積：2.13ha

kazuya_yoshimura580
引き出し線
この地点の座標　北緯　　35度00分22秒41　東経　137度48分41秒53　マップコード　386 ３０７ 322*02



林齢 ８７年生

面積(伐採) ２．１３ha
樹　　種 用パ別 胸高直径(㎝) 樹高（ｍ） 本　数 材積(ｍ3) 単　価 金　額 備　　考

スギ 一般材 26 21～22 2 1.10
28 21～22 2 1.27
30 21 1 0.70
32 21～23 4 3.26
34 24～25 6 6.12
36 25～27 8 9.60
38 26～29 7 9.81
40 26～34 12 19.58
42 28～31 11 19.80
44 29～31 7 13.86
46 29～31 12 25.67
48 29～32 7 16.28
50 28～33 13 32.93
52 29～34 11 30.04
54 31～34 5 15.04
56 24～38 6 18.13
58 32～34 4 13.65
60 33～37 6 22.92
62 31～35 6 23.30
64 34～35 3 12.65
66 30～35 6 25.74
70 35～39 4 21.02
72 38 2 11.24
74 38 1 5.87
76 38 1 6.12
78 39 1 6.56
80 39 1 6.84
82 39 1 7.11
84 38 1 7.19
86 39～42 3 24.08
88 38 1 7.74
96 35 1 8.15

一般材　計 156 433.37
低質材　計 22 19 1 0.36

スギ 計 　 157 433.73

ヒノキ 一般材 14 12 1 0.10
16 14～15 2 0.31
18 16 6 1.26
20 17 25 6.75
22 18 26 9.10
24 19 43 18.49
26 20 41 21.32
28 21 58 36.54
30 22 67 50.25
32 22 83 69.72
34 23 101 98.98
36 24 100 113.00
38 24 99 122.76
40 25 73 103.66
42 25 72 111.60
44 26 57 99.75
46 26 34 64.26

瀬尻国有林８６９り１林小班

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tenryu/koubai/koukoku1/R6-4th-02.html

入札第　２　号
所在地 静岡県浜松市天竜区龍山町

販売物件明細書 搬出期間 ３６ヶ月

（国有林） 主間伐別 皆伐
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https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tenryu/koubai/koukoku1/R6-4th-02.html


樹　　種 用パ別 胸高直径(㎝) 樹高（ｍ） 本　数 材積(ｍ3) 単　価 金　額 備　　考
48 27 19 40.47
50 27 22 50.16
52 27 7 17.08
54 28 13 35.23
56 28 4 11.56
60 29～30 2 6.92
66 30 1 4.15

一般材　計 956 1,093.42
低質材　計 10～58 12～28 30 8.07

ヒノキ 計 　 986 1,101.49

アカマツ 一般材 28 25 1 0.71
30 28～29 2 1.79
32 28 1 0.96
34 27～28 2 2.05
36 18～28 3 3.10
38 18～28 3 3.40
40 27～30 5 7.22
42 27 1 1.50
44 23～29 5 7.98
46 25～30 11 19.63
48 25～27 5 9.33
50 23～28 5 10.32
52 21～28 4 8.71
54 25～28 4 9.57
56 24～33 3 8.33
58 27～28 2 5.80
60 26～29 3 9.37
64 28 1 3.59

一般材　計 61 113.36
低質材　計 24～46 16～26 13 12.06

アカマツ 計 74 125.42

モミ 一般材 36 24 1 1.20
54 27 1 2.92
56 30 1 3.50
78 27 1 5.70
82 33 1 7.78
86 33 1 8.48

モミ　計 一般材　計 6 29.58

他N　計 低質材　計 22～28 18 2 0.88

他Ｌ　計 低質材　計 18～42 13～18 6 2.40

合 計 1,231 1,693.50

15
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多角形

テキストボックス
入札番号　第３号物件　基本図瀬尻国有林　839ち、り林小班所在地：静岡県浜松市天竜区龍山町　面積：4.37ha

kazuya_yoshimura580
引き出し線
この地点の座標　北緯　　35度00分26秒13　東経　137度47分36秒74　マップコード　386 305 437*07



林齢 64～65年生

面積(伐採) ４．３７ha
樹　　種 用パ別 胸高直径(㎝) 樹高（ｍ） 本　数 材積(ｍ3) 単　価 金　額 備　　考

スギ 一般材 14 17 3 0.42
16 18 10 1.90
18 19 23 5.75
20 20 63 20.16
22 21 103 40.17
24 22 151 73.99
26 23 160 94.40
28 23 172 116.96
30 24 179 143.20
32 24 215 191.35
34 25 191 198.64
36 25 184 213.44
38 26 185 247.90
40 26 146 213.16
42 27 148 242.72
44 27 129 228.33
46 27 103 195.70
48 28 85 179.35
50 28 65 146.90
52 28 44 105.60
54 28 47 119.85
56 29 35 98.35
58 29 17 50.49
60 29 15 47.10
62 29 14 46.34
64 29 15 52.20
66 30～35 9 36.14
68 39 1 5.27
70 32 2 8.92
72 38 1 5.62
74 33 1 5.04
76 28 1 4.41
84 34～36 2 12.92

一般材　計 2,519 3,152.69
低質材　計 12～46 12～27 121 55.46

スギ 計 　 2,640 3,208.15

（分収育林） 主間伐別 皆伐

販売物件明細書 搬出期間 ３６ヶ月

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tenryu/koubai/koukoku1/R6-4th-03.html

入札第　３　号
所在地 静岡県浜松市天竜区龍山町

瀬尻国有林839ち、り林小班
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https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tenryu/koubai/koukoku1/R6-4th-03.html


樹　　種 用パ別 胸高直径(㎝) 樹高（ｍ） 本　数 材積(ｍ3) 単　価 金　額 備　　考
ヒノキ 一般材 12 19 1 0.12

14 19 10 1.60
16 20 20 4.40
18 21 34 9.86
20 21 41 14.35
22 22 66 29.04
24 22 81 41.31
26 22 101 59.59
28 22 96 63.36
30 23 101 79.79
32 23 117 102.96
34 23 111 108.78
36 23 84 90.72
38 23 65 76.70
40 23 60 77.40
42 24 36 52.92
44 24 20 32.00
46 24 15 25.80
48 24 10 18.50
50 23～27 8 16.58
52 23～26 3 6.47
54 23～25 2 4.53
56 22 1 2.18
58 25～26 2 5.50

一般材　計 1,085 924.46
低質材　計 10～18 13～21 33 5.20

ヒノキ 計 　 1,118 929.66

モミ　計 低質材　計 34 20 1 0.90

他Ｌ　計 低質材　計 14～40 10～16 62 16.91

合 計 3,821 4,155.62

18
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多角形

kazuya_yoshimura580
テキストボックス
　　　入札番号第４号物件位置図　第４号物件：　　静岡県浜松市天竜区水窪町　地頭方国有林356ろ2林小班　　伐採面積　　　4.25ha　　　◇地点の座標　北緯35度10分01秒39　東経137度58分16秒29

kazuya_yoshimura580
引き出し線
４号物件356ろ2林小班
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多角形

kazuya_yoshimura580
引き出し線
この地点の座標　北緯　　35度10分01秒39　東経　137度58分16秒29　マップコード　386 896 777*52

テキストボックス
入札番号　第４号物件　基本図地頭方国有林　356ろ2林小班所在地：静岡県浜松市天竜区水窪町　面積：4.25ha



林齢 ６６年生

面積(伐採) ４．２５ha
樹　　種 用パ別 胸高直径(㎝) 樹高（ｍ） 本　数 材積(ｍ3) 単　価 金　額 備　　考

ス ギ 一般材 16 17 8 1.44
18 19 37 9.25
20 20 100 32.00
22 21 171 66.69
24 22 245 120.05
26 23 301 177.59
28 24 312 221.52
30 24 326 260.80
32 25 333 306.36
34 26 296 319.68
36 26 247 296.40
38 27 194 267.72
40 27 147 223.44
42 28 122 208.62
44 28 93 171.12
46 29 64 131.20
48 29 44 96.80
50 29 28 65.52
52 30 18 46.62
54 30 11 30.25
56 30 4 11.64
58 31 4 12.76
60 27～28 2 5.93
62 28～31 3 10.04
64 28～33 2 7.35

一般材　計 3,112 3,100.79
低質材　計 8～50 10～29 132 30.60

スギ 計 　 3,244 3,131.39

ヒノキ 一般材 16 17 2 0.36
18 18 6 1.44
20 18 10 2.90
22 19 15 5.55
24 19 19 8.17
26 20 19 9.88
28 20 15 8.85
30 20 12 8.04
32 21 12 9.48
34 21 7 6.16
36 21 4 3.88
38 22 1 1.12
40 22 1 1.22
44 23 1 1.52
48 23 1 1.76
54 24 1 2.26

一般材　計 126 72.59
低質材　計 8～18 10～18 15 1.52

ヒノキ 計 　 141 74.11

モミ　計 低質材　計 34 20 1 0.90

合 計 3,386 3,206.40

（分収育林） 主間伐別 皆伐

販売物件明細書 搬出期間 ３６ヶ月

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tenryu/koubai/koukoku1/R6-4th-04.html

入札第　４　号
所在地 静岡県浜松市天竜区水窪町

地頭方国有林３５６ろ２林小班
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https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/tenryu/koubai/koukoku1/R6-4th-04.html


別添             特 約 事 項 

（伐採・搬出、森林作業道等作設） 
 

１ 買受人は、「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守しなければならない。 

ただし、指針３の①及び⑤は適用しない。 

 

２ 事業計画書等の提出及び承認 

（１） 買受人は、現地を精査の上、「立木販売箇所の事業計画書」（別紙５）を作業に

着手する１４日前までに当該事業地を管轄する森林官等（以下「森林官」という。）

を経由の上、天竜森林管理署長へ提出し、その承認を受けること。 

（２） 事業計画書には、森林作業道等の路網計画を明示した図面を添付すること。添

付する図面は、別途作成する図面（保安林協議又は労働安全衛生規則等に基づき

作成するものなど）を使用して差し支えない。ただし、等高線、予定線形、総延

長、路網密度、幅員、土場の箇所等が記載されたものであること。また、「伐採及

び搬出に係るチェックリスト」（別紙６）の内容を確認の上、添付すること。 

（３） 買受人は（１）で承認を受けた森林作業道等の路網計画に変更する必要が生じ

たときは、その変更について森林官を経由の上、天竜森林管理署長に提出し、そ

の承認を受けること。 

（４） 買受人は、（１）及び（３）に基づいて提出した事項について、天竜森林管理署

長の承認された後に着手すること。 

 

３ 買受人は、森林作業道等を作設する必要があるときは、以下の項目を遵守し施工す

ること。 

（１）路網 

ア 配置 

路網は、フォワーダ等車輌系林業機械（以下「林業機械等」という。）が安全に

走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し

配置する。 

① 地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。 

② 地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。 

③ 排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。 

④ 急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。 

⑤ Ｓ字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう

配置する。 

イ 幅員 

幅員は、３ｍ以下とする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性及び、作

業性の確保に必要な区間に限って、0.5ｍ程度の余裕を付加することができる。 

ウ 勾配・排水 

縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作
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業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる、勾

配で計画する。 

横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断

勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等

による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。 

特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリ

ップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。 

排水は、縦断勾配緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこ

ととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨

水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。 

① カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。 

② 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水が 

ある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。 

 

（２）施工 

ア 切土 

切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5

ｍ程度以内とする。切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が

高くなる場合、または、土質に応じて６分（岩石の場合は３分）とする。 

イ 盛土 

盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30cm 程度の層ごとに

バケット及び履帯を用いて十分に締め固める。 

なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を 30cm

程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。 

盛土のり面勾配は、概ね１割とする。盛土高が２ｍを超える場合は、１割２分

程度とする。 

ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設け

たりするなどして、路体に十分な強度をもたせる。 

盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけで

なく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。 

ウ 簡易構造物等 

構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にの

み設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコ

スト等を考慮して適切なものを選定する。 

エ 伐開 

伐開は、作設箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限の幅

とする。 

（３）周辺環境への配慮 

森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象（以下「人家等」という。）

又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。 
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事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防

止するために必要な措置を講じる。 

また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指

示を受ける。 

（４）その他 

ア 表土、根株の扱い 

根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互

に概ね 30cm 毎の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株

は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定

する。 

根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全

に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大き

さ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した

状態にして自然還元利用等を図る。 

イ 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。 

ウ 本特約事項に指定していないものについては、森林作業道作設指針によること

を基本とする。 

 

４ 天竜森林管理署長は、１、３の不遵守や、２（１）及び（３）において承認した事

項と異なる施工が行われたことにより、林地崩壊が発生し又は発生する恐れがあるな

ど、林地保全上特に問題があると認めた場合は、買受人に対し、買受人の負担におい

て、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置など必要な措置を命ずることができる。この場

合において、買受人は天竜森林管理署長の命に応じ、必要な措置を講じること。 

 

５ 調査木については、原則全て伐倒・搬出すること。 
 
６ 立木の伐採、木材の搬出等に当たっては、末木枝条、残材、根株等を沢・湖沼・土

場周辺・治山ダム等へ集積しないこと。また、植栽に支障のないよう集積箇所を分散

させること。 
  
７ やむを得ず搬出支障木（販売物件材積の５％以内）が発生する場合は、事前に森林 

官へ連絡し必要な手続きを行うこと。また、法令等で規制されている森林については

（保安林、自然公園、史跡名勝等）、別途「伐採許可申請」等が必要であり、手続き

には１～２ヶ月程度要することがあるので注意すること。 
 
８ 伐採区域を充分に確認のうえ、伐採を実施すること。また、伐採区域について 不

明な箇所がある場合は必ず事前に森林官に確認すること。 
 
９ 各作業の実行に当たっては安全作業を心掛け、林道・歩道・事業地の入口等には、

下記作成例のように歩行者や通行車両に注意喚起を促す看板を掲示すること。また、
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公道を利用する場合は、利用に必要な手続きを行い誘導員の配置等必要な措置を講じ

ること。 

 
 
 看板作成例 
 
 
 
 
 
 

 
立木伐採搬出作業中 

 
 購入者 ：○○林業 
 作業箇所：○○国有林○○林小班 
 作業期間：（自）令和○○年○○月○○日 

（至）令和○○年○○月○○日 
 

 
10 歩道及び伐採区域界沿いは、伐採完了後に歩行の支障とならないように適切に処理

すること。 
また、伐採種が皆伐の箇所は、伐採跡地に獣害防護柵を設置し植栽することから、伐  

採区域の外周から内側方向へ約２ｍの間には、枝条等を積み上げないこと。 
 
11 公売物件内及び外縁・周辺には、国有林の土地境界標や基準点が設置されている場

合があるので、これらの標識の有無を現地確認や打ち合わせの際などに森林官へ確認

し、これらの標識が設置されている場合には、森林官の指示に従い必ず保全措置を取

ること。 
  なお、誤ってこれらの標識を毀損等してしまった場合は、買受人の経費負担により 

測量等のうえ復元することとなるので、充分注意すること。 
 
12 山火事防止のため、林内における火の使用は原則禁止とする。 
 
13 狩猟期間及び有害鳥獣駆除実施時には、「作業中につき発砲禁止」等と表示した看

板を事業地等の分かりやすい箇所に掲示すること。 
 
14 立木の伐採・加工・搬出等に必要な国有林野の土地及び施設等について、国有林野

の管理経営上支障のない限度において、無料で利用できるものとするので、利用する

場合は、事前に担当森林官に相談すること。 

 

15 今回公売する物件のうち第１号～第３号物件は、認証林であることから天竜林材業

振興協議会森林認証部会の「森林作業共通仕様書」に準じて作業を実施すること。 

  森林作業共通仕様書を含む「FM 認証グループマニュアル」については、下記 WEB サ

イトを参照のこと。 

  https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ringyou/portal/ringyou/fsc/hamamatsufsc.html 

 

 
以上の事項について、承諾のうえ入札に参加のこと。 
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天竜林材業振興協議会 FM 認証グループ 

森林作業共通仕様書 

 

１ 趣旨 

 森林作業共通仕様書は、森林管理計画の森林管理方針に基づき、持続可能な

方法で森林を経営・管理するための森林作業の仕様を定めるものであり、天竜

林材業振興協議会 FM 認証グループにおける森林作業については、本仕様書に基

づいて作業をするよう努めなければならない。 

 

２ 各作業現場における環境影響評価 

 作業現場における責任者（作業班長等）は、各作業現場での作業を実施する

にあたり、別紙「森林作業チェックリスト」を用い、作業前の環境影響評価を

行うとともに、各作業現場での作業後においても同リストを用い、環境影響の

確認を行うものとする。 

 

３ 各作業における確認事項 

 作業を行うものは、各日の作業を実施するにあたり、本仕様書及び各サイト

の任意様式を用い、作業手順及び環境配慮、危険予知（ＫＹ）の確認を行うも

のとする。 

 

４ 地拵え作業 

作業手順 

（１）区域内にある雑草、木竹、笹等の地被物は、根元から伐倒または刈払う

こと。 

（２）伐倒又は刈払ったもの、その他散在している枝条、木屑等は原則として

等高線沿いに堆積する全刈筋積を行い、更新作業に支障がないようにする

こと。 

（３）樹形が良く成育の見込みのある有用樹種は残存させ、損傷しないこと。 

環境配慮 

（１）広葉樹等は施業に支障のない限り林内に残すこと。 

 

５ 植栽作業 

作業手順 

（１）植付方法 

① 植付点を中心に十分に地被物を取り除き、苗木の根張りに応じた穴を

全体に耕転し、根茎、石礫、塵芥等をすべて除去する。 
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② 表土は、植穴の近くにおいて、四散しないようにし、地被物を混入さ

せないこと。 

③ 植穴中央に挿入した苗木は、根を十分に広げ、根を曲げたり地表に露

出させないようにし、細土で覆い、その中途で苗木を揺り動かしながら

心持ち引き上げるようにして根の位置を正常にして、足でよく踏み固め、

地被物で根元を覆うこと。 

④ 道路沿いの植栽地は、将来伸びた枝が通行の妨げとならないよう十分

距離をとって植栽すること。 

（２）苗木の取扱い 

① 苗木を受領したときは、速やかに施工箇所に植栽し、また、そうでな

いときは速やかに仮植すること。 

② 仮植地は、なるべく林地に近い日陰、適潤、雨水の停滞しない箇所を

選定する。 

③ 仮植地から植栽地までの小運搬は、苗木袋等を利用し、根部の乾燥を

防ぐよう処置をすること。 

環境配慮 

（１）活着をはかるため、苗木の乾燥を防ぐこと。 

（２）野生動物による食害が予測される場合は、防護柵の設置等防除措置を講

ずる。 

 

６ 下刈作業 

作業手順 

（１）区域内にある植栽木以外の下層植物は、地際から刈払い、植栽木を被覆

しないように列間を低く片付けて置くこと。ただし、植栽木以外の樹木で

成育の見込みのある有用樹種は存置すること。 

（２）刈払いに際しては、植栽木及び存置木に損傷を与えないこと。 

（３）刈払った下層植物は、その場所に存置し林外に持ち出さないこと。 

（４）つる類が植栽木等に巻き付いている場合は、丁寧に除去すること。 

環境配慮 

（１）林分の状況を判断し、方法を決定すること。 

（２）必要以上の下刈りは、避けること。 

（３）広葉樹は、植栽木の生長を妨げない限り残すこと。 

（４）刈払いに際しては、植栽木及び存置木に損傷を与えないこと。 

（５）刈払った下層植物は、その場所に存置し林外に持ち出さないこと。 

（６）鳥類の営巣が見られるときは営巣の妨げにならないよう配慮すること。 
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７ つる切作業 

作業手順 

（１）植栽木等に巻き付いているつるは、樹幹から完全に切断除去すること。 

（２）切断除去にあたっては、地際より切断のこと。 

環境配慮 

（１）つる類の切断除去にあたっては、植栽木及び存置木に損傷を与えないこ

と。 

 

８ 枝打ち作業 

作業手順 

（１）枝打ち高は、生産目標にあわせた高さに根張り等を加味して施業する。 

（２）林縁木は、外側の生枝は枝打ちせず、片枝とすること。 

（３）枝打ちを行うときは、樹幹面と平行に枝座を残すように切除し、樹皮を

剥がさないようにすること。 

（４）つる類が樹幹に巻き付いている場合は、切断除去すること。 

（５）あばれ木の枝、又は樹幹の形質を損するおそれのある枝は、適宜枝打ち

すること。 

環境配慮 

（１）枝打ち対象の木に鳥類の営巣が見られるときは、営巣の妨げにならない

よう配慮すること。 

 

９ 間伐作業 

作業手順 

（１）間伐にあたっては、植栽木を伐倒、除去し、林分の密度調整を行うとと

もに、植栽木の生育を阻害し、又は、今後、阻害するおそれのある広葉樹

等を伐倒、除去すること。ただし、極力下層に生育する広葉樹を残し、林

地保全に配慮すること。 

（２）植栽木の伐除については、次のものから優先的に伐倒する。 

① 病虫害、獣害、風害等の被害木 

② 木肌における傷や腐り木 

③ 根曲がりや樹幹の曲がり木 

④ ねじれや二股等の異型木 

⑤ 優勢木に接近している劣勢木 

⑥ 年輪が広いあばれ木 

ただし、伐倒しても林分構成上支障がないものに限る。また、安全上、
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支障のない枯死木はできるだけ残す。 

（３）伐倒により掛り木になった場合は、その都度、適切に処理すること。 

（４）伐倒にあたっては、残存木への損傷を最小限にすること。 

（５）つる類が残存木に巻き付いている場合は、切断除去すること。 

（６）伐木の胸高直径が 20ｃｍ以上の場合は正しい受け口切り及び追い口切り

により、適当な「伐り残し」を正しく残した伐倒を行うこと 

（７）伐倒木が、残存木の生育に支障のある場合及び道路上、境界わきにある

場合は、適切に処理すること。 

（８）間伐にあたっては、間伐前の立木密度を考慮しながら植栽木の概ね３５％

を上限とし伐倒すること。 

環境配慮 

（１）可能な限り広葉樹を残し、林地保全に配慮すること。 

（２）掃除伐の際は、安全性と植生確保のバランスを考慮しながら、可能な限

り下層植生の確保に努めること。 

（３）伐倒にあたっては、残存木への損傷を最小限にすること。 

（４）急傾斜地においては、伐倒木は幹が地面につくようにして等高線沿いに

置くこと。 

（５）河川等にかかっている又は、流れ込む恐れがある倒木を処理すること。 

（６）急激な環境変化を避けるため、特に崩壊の恐れのある林分では繰り返し

間伐を行い、適正な密度管理を行う。 

（７）土壌侵食のみられる林分では、強度間伐により自然植生を促し混交林化

を図る。 

 

１０ 伐採・搬出作業 

作業手順 

環境配慮 

（１）地形、林分の状態、林道の配置、集材距離等を考慮し、最も効率がよく、

対象林分及び自然環境に負荷の少ない作業方法を選択すること。 

（２）掃除伐の際は、安全性と植生確保のバランスを考慮しながら、可能な限

り下層植生の確保に努めること。 

（３）伐採木の枝条、木屑等は、河川、渓流に入れないこと。 

（４）収穫材、残存木の破損は、最小限にすること。 

（５）資材等の放置はしないこと。 

（６）搬出の際、林道、その他路肩等を傷めないよう、十分に配慮すること。 

（７）年間を通じて流水のある河川、渓流の周辺は、緩衝帯（バッファーゾー

ン）として保全し、混交林への誘導を図ること。 
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（８）伐採した木材が最も高い価格で取引されるような採材に努めるとともに、

木材の有効利用を図ること。 

 

１１ 林道網整備 

作業手順 

環境配慮 

（１）林道網整備は、森林の伐採、土地の形質の変更等が伴うことから、実施

に当たっては、森林の現況、森林施業の方法、土地利用の状況等を把握し、

自然環境の保全に努めること。 

（２）ルート・構造等の選定に当たり、周辺における植生、地形、地質を十分

に調査し、景観の維持等に著しい支障を及ぼす事のないよう適切な措置を

行うこと。 

（３）平面線形・縦断勾配等の決定に当たり、国土保全、水源涵養、自然環境

の保全などの森林の持つ公益的機能を保持するため、特に地形の緩急、地

形構造の変化等の自然条件に十分対応したものとし、土地の形質の変更等

を最小限度にとどめること。 

（４）区域周辺に生息する小動物保護のため、適切な工種工法を選定する。ま

た、魚の生息環境の阻害は行わないこと。 

（５）土砂の移動量を極力抑制するとともに、切土、盛土の均衡を図り、適切

な残土処理、法面・斜面の安定に配慮する。地形、地質、気象その他の自

然条件を十分に考慮し、河川・渓流箇所は出来るだけ避けることとし、や

むを得ず通過する場合は、その対策を十分に検討する。 

（６）建設副産物の発生抑制と再利用及び適正処理に努めること。 

（７）伐開幅は、自然災害のリスクを考慮し、適切な広さとすること。 

 

１２ 環境に配慮した作業の実施 

（１）車輌、機械類の管理 

① 車輌、機械器具類は、常時整備点検を行うこと。 

② 機械器具類の整備時に油脂の林内への流出を防止すること。 

③ 車輌の不必要なアイドリングは行わないこと。 

（２）水質保全 

① 油脂等の交換、補給は、渓流付近では行わないこと。 

② 河川、渓流付近では、特に水質に悪影響を与えないよう十分配慮し作

業を行うこと。 

（３）土砂災害防止 

① 立木等伐採したものについては、沢に集積しないこと。 
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② 除間伐作業を行う場合は、可能な限り広葉樹を残し、林地保全に配慮

した作業を行うこと。 

③ 急傾斜地では、伐倒木を等高線沿いに置き、土砂の流出を防止するこ

と。 

（４）廃棄物の処理 

① 作業現場において発生する廃棄物については、林内に残さずすべて持

ち帰り、適正に処理すること。 

（５）山火事予防 

① 作業用機械器具の取扱いには十分注意し、機械使用中の発火に注意す

ること。 

② 喫煙には十分に注意するとともに、吸殻は適切に処理すること。 

③ 山菜採りやハイカーに対しても、山火事予防の啓発を行うこと。 

 

１３ 安全衛生に配慮した作業の実施 

（１）安全装備等の徹底 

  ① 労働災害を未然に防止するため、作業に応じた安全装備を行うこと。 

  ② 各作業現場に救急箱の配置し、すぐに利用できる状態にしておくこと。 
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別紙（森林作業共通仕様書関係） 

 

森林作業チェックリスト 

 

サイト名： サイト管理者： 

作業種 ： 記入者： 

団地名 ： 林班 ： 

 

作業前      年   月   日記入   ＊該当しない場合は斜線「／」を記入する。 

  確認項目 対応策など 

 作業予定林分における作業内容が把握されているか。  

 
「森林作業共通仕様書」内に記載されている作業手順が把握されて

いるか。 
 

 
「森林作業共通仕様書」内に記載されている環境配慮が把握されて

いるか。 
 

 林分の境界は明確か。  

 使用する機械器具は正常な状態か。  

 必要な安全装備がされているか。  

 危険のポイントを把握されているか。  

 危険のポイントへの対応策は考えられているか。  

 作業予定林分に希少野生動植物は生息していないか。  

 
作業予定林分内又は隣接して河川、渓流がある場合、作業により土

砂が流れ込む恐れはないか。 
 

 
機械のオイル漏れが発生した場合の対応策は考えられているか。取

替え部品、目立て器具等は確保されているか。 
 

 
木材を搬出する場合、残存木を傷めることなく搬出する手段が考え

られているか。 
 

 
木材の搬出によって路面、路肩等を傷めた場合、修復する手段は考

えられているか。 
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作業後      年   月   日記入 

  確認項目 処理内容など 

 
「森林作業共通仕様書」内に記載されている作業手順が実施されて

いるか。 
 

 
「森林作業共通仕様書」内に記載されている環境配慮が実施されて

いるか。 
 

 作業予定林分の希少野生動植物への影響はないか。  

 
掃除伐を行った場合、安全性と植生確保のバランスを考慮しながら、

可能な限り下層植生の確保に努めたか。 
 

 
作業林分内又は隣接して河川、渓流がある場合、作業により土砂が

流れ込んではいないか。 
 

 機械のオイル漏れはないか。  

 木材を搬出する場合、残存木を傷めた形跡はないか。  

 林道（作業道）の路面、路肩等の補修は必要ないか。  

 
作業道の開設を行った場合、伐開幅は、自然災害のリスクを考慮し、

適切な広さか。 
 

 廃棄物が放置されていないか。  

 
安全衛生に配慮した作業が実施されたか（聞取／作業に応じた安全

装備、救急箱はすぐに利用できる状態だったか）。 
 

 

森林の状態 

  確認項目 具体的な場所・内容など 

 違法行為の形跡はないか。  

 病害虫、獣害の発生はないか。  

 外来種の侵入、拡大はないか。  

 山崩れ等の自然崩壊はないか。  
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作  業  計  画  書  

作成年月日       年  月  日 

第 回改訂年月日    年  月  日 

事 業 者 名  

計 画 作 成 者  

１．事業の概要 

事 業 場 名 称 ( 団 地 )  

作業場所 ( 林班等 )  

発 注 者  

作 業 班 名 

作業班責任者名・連絡先 

作 業 班 名：  

作業班責任者：      携帯電話 ○○○-○○○-○○○○ 

作 業 者 名 （ 数 ） （  人 ） 

作 業 の 内 容 
作業路開設  ｍ 
間伐     ｈａ 

伐 木 内 容 樹 種  林 齢 年生 出材予定   

現場
状況 

現 場 の 地 形 緩 (25°未満) ・ 中(25°～35°未満) ・ 急 ( 35° 以上 ) 

距    離 事務所⇔事業地   km  山土場までの搬出距離   km( 平均 ) 

 

２．伐出作業計画 

伐 木 ・ 造 材 方 式 
伐木 : チェンソー・ハーベスタ 
枝払い・玉切り ： チェンソー・プロセッサ・ハーベスタ 

集 材 方 式 車両系 ・ 架線系 

使
用
機
械 

区分 機械種類 メーカー 型番 運転者 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

使 用 機 械 及 び 台 数 ハーベスタ  台、ザウルス  台、グラップル  台、フォワーダ  台 

 

３．作業工程表 

作業期間  年 月 日 ～  年 月 日 

作業 
内容 

工程 開始日 終了日 
月 月 月 月 月 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 

作業路
開設 

計画   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

実績   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

間伐 
計画   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

実績   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 
計画   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

実績   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
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作業場所 および 運行経路 

運行経路、危険個所、制限速度、立ち入り禁止区域、携帯電話通話可能箇所などを記入。 
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分収育林についてのご注意 
 
 今回公売する各物件のうち、入札番号第３号及び第４号は、分収育林として募集した

林分です。国と契約者である緑のオーナーがそれぞれの持分に応じた権利を有していま

すので、以下の内容を承諾の上入札して下さい。 

 
１ 代金の延納    各オーナーに対する支払い（振込）の延納は出来ません。 

 
２ 納 入 方 法   契約後、売買代金の総額を分割します。国分は納入告知書、各 

オーナー分は口座振込によりお支払い頂きます。 
なお、オーナーの口座に売買代金が振込めない場合は現金書留に

より郵送し、更に受取りがなければオーナーの住所地を管轄とする

法務局あて供託金として電子（ゆうちょ銀行）及び現金により納付

することとなります。 
 
３ 振 込 方 法   オーナーへの振込額・振込先については、契約後にお渡しする 

           『分収金振込先一覧表』をご参照下さい。振込後は、金融機関の発 

            行する振込証書等、振込みを証明できる書面を提出して下さい。 
 
４ 振込手数料    振込手数料は、買受人の負担となります。 

なお、振込手数料は予定価格から控除してあります。 
 
５ そ の 他   １～４以外の条件については、入札案内、入札注意書、特約事 

                   項と同様とします。 
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別紙４－１ 
 

（売買契約書別紙） 
 

売買代金明細書 
 
 
 （立木販売買受者） 様 
 

T8000012050001 

天竜森林管理署 

 
売買契約年月日       年  月  日 
売買契約番号         
売買物件の所在場所 静岡県〇〇市〇〇区 〇〇国有林〇〇林小班 
 
 

売買代金 合計額 
税込金額 うち消費税額（10％） 

  

 

うち適格請求書（インボイス） 税込金額 うち消費税額（10％） 

対象金額   

 
＜内訳＞ 

インボイス対象 税込金額 うち消費税額（10％） 

①官収分  － 

②民収分 
（適格請求書発行事業者分） 

 － 

小計   

 

インボイス対象外 税込金額 うち消費税額（10％） 

③民収分  － 

小計   

 
消費税額については 1 円未満端数処理のため、内訳のインボイス対象内外のそれぞれ

の税額を合計した値が、売買代金の合計額の消費税額と一致しない場合がある。 
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別紙４－２ 
 

 

○適格請求書（インボイス）の交付について  

 

 インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等に

よることとし、契約締結後に交付することとします。 

 なお、仕入税額控除の対象となる消費税額は、適格請求書発行事業者

（課税事業者）の分のみとなり、下記の物件の入札書に記載された金額に

対する割合は次のとおりとなります。 

 入札に際し、注意願います。 

 

※１ 分収者には、免税事業者が含まれる場合があるため、インボイスに

記載する仕入税額控除の対象となる消費税額、契約金額に含まれる消費

税相当額（税率 10％で計算した額）とは一致しない場合があります。 

 

※２ 当該割合は、現時点（公告時点）で把握している数値であり、変動

する場合があります。 

    

１号物件（国有林） １０．００％ 

２号物件（国有林） １０．００％ 

３号物件（分収育林） ８．２２％ 

４号物件（分収育林） ９．６４％ 

 

 

※３ 上記２の数値には、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の控

除率は計算されていません。 
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１　現地案内実施一覧表

入札
番号

国有
林名

案内
林小班

日時 集合場所 案内者(お問い合わせ先）

1 初沢 505ろ

令和７年
２月18日
（火）
10：00

京丸森林事務所
住所：浜松市天竜区春野町気田380-17
座標：35°00'08.68"N／137°54'25.27"E
マップコード：386 289 786*24

京丸森林事務所
　首席森林官　小出
　電話：０５３－９８９－００４７

2 瀬尻 869り1

3 瀬尻
839ち
839り

4 地頭方 356ろ2

令和７年
２月17日
（月）
10：00

山住造林休憩小屋ゲート前（門桁土場）
住所：浜松市天竜区水窪町山住
座標：35°07'56.36"N／137°56'19.27"E
マップコード：386 773 420*27

水窪森林事務所
　首席森林官　西秋
　電話：０５３－９８７－０６１６

２　その他

現　　　地　　　案　　　内

①現地案内は雨天及び降雪の場合でも実施いたします。
　（ただし大雨、暴風雪等の荒天時は中止します。ご不明な点はお問い合わせください。）

②集合時間の厳守をお願いします。

令和７年
２月19日
（水）
10：00

瀬尻（瀬尻併用1号）林道 地八林道ゲート前
住所：浜松市天竜区龍山町瀬尻
座標：35°00'19.96"N／137°47'55.01"E
マップコード：386 306 245*74

瀬尻森林事務所
　森林官　弓桁
　電話：０５３－９６８－００１４
　携帯：０９０－２４５０－２６４６
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広域図

拡大図及び集合場所写真

　【入札番号第１号】
　　京丸森林事務所　　　　　　　住所　　：浜松市天竜区春野町気田３８０－１７
　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　：京丸森林事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　：０５３－９８９－００４７
                        　　　　ﾏｯﾌﾟｺｰﾄﾞ：386 289 786*24

現地案内集合場所位置図（２月１８日）

春野中

気田郵便局

『京丸森林事務所』
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広域図

２０６ろ２

839
ち,り

拡大図及び集合場所写真

【入札番号第２、３号】
　瀬尻（瀬尻併用１号）　　　　　　住所　　　：浜松市天竜区龍山町瀬尻
　地八林道ゲート前　　　　　　　　連絡先　　：瀬尻森林事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　：０５３－９６８－００１４
　　　　　　　　　　　　　　　　　森林官携帯：０９０－２４５０－２６４６
                            　　　ﾏｯﾌﾟｺｰﾄﾞ　：386 306 245*74

現地案内集合場所位置図（２月１９日）

↓ 至 県道361号線

国道152号

国

道

152

号

線
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広域図

拡大図及び集合場所写真

　【入札番号第４号】
　　山住造林休憩所手前ゲート　　　住所　　：浜松市天竜区水窪町山住
　　 （門桁土場）　　　　　　   　連絡先　：水窪森林事務所
　　 　　　　　　　　　　　　   　電話　　：０５３－９８７－０６１６
　　 　　　　　　　　　　　　   　ﾏｯﾌﾟｺｰﾄﾞ：386 773 420*27

現地案内集合場所位置図（２月１７日）

気田川

門桁ダム

至 水窪町市街

←

至 春野町市街

気 田 川

↓ 至 春野町

山住造林休憩所

手前ゲート

（門桁土場）
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